
工事期間中（令和７年春頃まで）は以下の通行規制を実施します。
　　昼間（現場作業日）　（　 ９：００～１７：００）　　全車通行止め（歩行者等は通行可能）
　　夜間及び現場休工日  （１７：００～翌９：００）　　一方通行（北→南向き車両のみ）
　　※南→北向きは終日全車通行止め
　　　 国道32号電車通り側（かるぽーと前交差点）からは北向きの進入はできません。
　　※現場休工日は終日一方通行（北→南向き車両のみ）

規制期間・規制方法については、現時点での予定であり、工事の進み具合等により変更になる可能性があります。

現在、上記通行規制を実施しています。

工事期間中は通行規制により施工現場周辺
は混雑する恐れがありますので、ご理解い
ただき、う回にご協力をお願いします。

【問合せ先】
  高知県高知土木事務所
  高知市稲荷町11-26
  TEL：088-882-8144（道路建設課）


